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第 3回精華町健康総合拠点施設のあり方検討会議 議事録 

 

日時 平成 31年 1月 29日（火）午後 1時 30分～ 

場所 精華町役場 庁舎 6階 審議会室 

出席者 桂会長、中川副会長、内田委員、中西委員、田中委員、地主委員、長谷川委員、 

南委員、森委員 

 以上 9名 

（欠席 三沢委員、藤村委員） 

次第 1 開会 

2 議事 

 健康総合拠点施設整備基本構想案について 

3 その他 

4 閉会 

＜配布資料＞ 

○ 精華町健康総合拠点施設整備基本構想（案） 

  

1 開会 

 委員 11名中、9名の出席により、過半数を上回っていることから、本委員会は成立。 

 

2 協議 

 

事務局 

議事 健康総合拠点施設整備基本構想案について 

 

資料について事務局より説明があった。 

 

 

 

健康診断の実施場所について 

長谷川委員 7ページについて、この構想に健康診断を実施するホールについての記載はある

のか。 

事務局 現在の保健センターでは母子保健事業を中心に実施しているが、新たに整備す

る保健センターでは成人向けの健診実施も見込んでいる。 

  

立地候補地と危機管理の連携について 

田中委員 7ページに立地条件が記載されているが、候補地はどこになるのか。 

また、危機管理の連携について、4階を開放して危機管理部分を作ると聞いた。

今後はどのように連携を図っていくのか。 

事務局 候補地について、構想では方向性を示しており、この視点で来年度に候補地を

選定する。 

危機管理について、次年度から運用開始となる防災行政無線の基地局を 4 階に

設ける予定である。また、災害対策本部となる庁舎との連携を図っていくこと

となる。 

  

構想の表現等について 

田中委員 10 ページの「④みんなが気軽に集い、交流できる場所」の「○子ども連れなど

で利用しやすい」について、「など」は不要ではないか。 

また、9ページの「①安全・安心な場所」の「○外国人住民など多様なコミュニ

ケーションのあり方」とあるが、行政サービスをどのように知っていただくの

かをより具体的にするとよい。 

会長 7ページに「重視・強化する機能」について、「母子包括支援機能」「住民活動交
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流機能」「危機管理機能」と記載されているが、この構想では「子育て」と「健

康づくり」がキーワードとなっている。そのため、「健康づくり」も「重視・強

化する機能」の中に含めないと、抜け落ちているように読み取れる。 

事務局 ご意見を踏まえて、事務局で再度検討する 

  

ICT について 

中西委員 10 ページに「ICT（情報通信技術）なども活用し、専門的な知識に根差した情

報」とあるが、具体的にはどのようなことか。 

事務局 導入する ICT機器を具体的にイメージしているわけではない。ICTを活用する

ことで、専門職による対面だけではなく、専門的知識や情報の提供を行ってい

きたい。 

  

精華町内の外国の方の状況について 

南委員 精華町内にいる外国の方について、人数や世代などを含めて、どのような課題

があるのか。 

事務局 母子保健に限れば、年間 6 人程度の外国の方に対応している。英語圏だけでな

く、さまざまな言語に対応している。まずはコミュニケーションを確保するこ

とが重要であり、その後に文化や風習の違いに配慮している。 

  

「施設のイメージ」について 

森委員 9ページの「施設のイメージ」が実現できる施設となるように願っている。 

  

危機管理機能について 

内田委員 危機管理について、歯科医師会の立場では、電源や水が確保され、簡単な処置

ができるシステムが組み込まれるとよい。歯科は緊急を要するものではないが、

数日経つと衛生管理の点から問題となってくる。 

副会長 基本構想を踏まえて、予算制約がある中で精華町の特徴を出せるとよい。城陽

市では駐車場が避難用トイレになるように整備されている。そのような工夫が

できればよい。 

昨日、防災研修会を自治会連合会で実施した。昨年の大雨、台風による人的被

害は精華町ではなかったが、南海トラフではそうならないと考えられる。また、

専門家によると、精華町では津波などの直接的被害は小さいかもしれないが、

大阪市内で被災された方が精華町へ避難される可能性があり、その対応を念頭

に置く必要もあるとのことだった。 

  

9 ページの「支援」の表現について 

長谷川委員 9 ページの「○健康づくりの支援活動ができる」について、「個別的な支援や集

団的な支援を活用した支援」と「支援」が続いている。内容を精査していただ

きたい。 

事務局 ご指摘を踏まえて、事務局で検討させていただく 

今後について 

 

本日の意見を踏まえ、最終案は桂会長に一任いただきたい。 

構想案については、策定後に皆様へご送付させていただく。 

次年度以降は、候補地や所室のパーツなど、より具体的な内容を検討していくことになる。検

討にあたっては皆様が所属する団体に再度、ご依頼をさせていただく。ご協力をお願いしたい。 

 

 


